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1　全体像

・PTA総会
・PTA本部役員会
・課外クラブ振興会

（基本理念）

（いじめ禁止）

（学校及び職員の責務）

「いじめ対策委員会」

・校長　・教頭　・教務主任　・生徒指導主事
・学級担任　・副担任　・養護　※ 全職員で対応する

「いじめ防止基本方針」

人権尊重の精神を基本に据え、すべての生徒が安心して学校生活を送ることができ
るよう、学校内外を問わず、いじめの問題を追放し、根絶することを目的とする。

「めざす生徒像」

夢や目標を語り、実現に向けて自ら学ぶ自律型学習者
【3C…挑戦・協働・感謝】

Challenge・Collaboration・Contribute

「PTAとの連携」 「関係機関との連携」

・市教育委員会　教育研究所
 　　TEL　０９５－８２４－４８１４
 　　e-mail：kenkyuu@nagasaki-city.ed.jp
・子育てサポート課
 　　TEL　０９５－８２９－１２５５
 　　e-mail：
       kosodatesapo@city.nagasaki.lg.jp
・警察・児童相談所・法務局
・少年センター・学校評議員　等

「いじめ防止等のための対策」に関する基本的な方針

　いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及
び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐
れがある。
　したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじ
めを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめ
の問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。

　生徒は、いじめを行ってはならない。

　いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう
に、保護者や他の関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に努めると
ともに、いじめが疑われる場合は、迅速かつ適切にこれに対処し、さらにその再発防止に努め
る。



2　「いじめ防止等のための対策の基本となる事項」
   （1）　基本施策
　　　①　学校におけるいじめの防止

　　　②　いじめの早期発見のための措置

　　　③　インターネット（SNSをはじめとする）を通じて行われるいじめに対する対策

   （2）　いじめ防止に関する措置
　　　①　学校におけるいじめ防止対策のための組織の設置

　　　②　いじめに対する措置

　

　（ア）いじめに係る相談を受けた場合は、速やかに事実の有無の確認を行うとともに、管理職
　　　　へ報告をする。
  （イ）いじめの事実が確認された場合は、ただちにいじめをやめさせる。かつ、その再発を防
　　　　止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指
　　　　導及び、その保護者への助言を継続的に行う。
  （ウ）いじめを受けた生徒等が、安心して教育を受けるために必要があると認められるとき
　　　　は、保護者と連携を取りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ず
　　　　る。
  （エ）いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめに係る情報を関係保護者と
　　　　共有するための必要な措置を講ずる。
  （オ）犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連
　　　　携して対処する。

　いじめ防止対策のために「いじめ対策委員会」を設置し、いじめ防止対策の実施のほか、「い
じめ発生時」に早期に組織的に対応する。
　<構成員> ・校長　・教頭　・生徒指導主事　・学級担任　・副担任　・養護
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※全職員で対応する。
　<活動>（ア）いじめの早期発見に関すること <アンケート調査、教育相談等>
　　　　（イ）いじめ防止に関すること。
　　　　（ウ）いじめ事案への対応に関すること。
　　  　（エ）いじめが心身に及ぼす影響、その他のいじめの問題に関する生徒理解を深めるこ
　　　　　　　と。
  <開催> 月１回、生徒指導委員会と並行して定例会を開催し、いじめ事案の発生時は緊急開催
　　　　 とする。

　生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネッ
トを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止す
るとともに、効果的に対処できるように、必要な啓発活動として外部講師を招いた携帯電話教室
等を行う。

（ア）心の通う対人交流能力の素地を養うために、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験
　　　活動等の充実を図る。
（イ）保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒の自
　　　主的活動に対する支援を行う。
（ウ）「いじめ防止標語」を作成するなどして、いじめ防止の重要性に関する理解を深めるため
　　　の啓発を行ったり、その他必要な措置を講じたりする。

（ア）いじめ調査
    いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対して定期的な調査を次のとおり実施する。
　　　　①生徒対象の学校生活についてのアンケート調査　年１２回（毎月月初め）
　　　　②教育相談を通じた生徒からの聞き取り調査　　　年　２回（７月、１２月）
（イ）いじめ相談体制
　　生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう、次のとおり相談体制の整備を
　　行う。
　　　　①養護教諭との連絡・相談
　　　　②いじめ相談窓口の設置
（ウ）いじめ防止等の対策に従事する人の確保、及び資質の向上やいじめの防止等のための対策
　　　に関する研修等を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上
　　　を図る。



   （3）　重大事態への対処

   （4）　学校評価における留意事項

   （5）　年間計画
月 月

いじめ防止基本方針の共通理解 生活アンケート・生徒指導委員会
4 生活アンケート・生徒指導委員会 10

PTA総会
生活アンケート・生徒指導委員会 生活アンケート・生徒指導委員会

5 保護者来校面談（家庭訪問） 11 3年三者面談　1・2年教育相談

生活アンケート・生徒指導委員会 生活アンケート・生徒指導委員会
6 教育週間 12 人権週間

生活アンケート・生徒指導委員会 生活アンケート・生徒指導委員会
7 教育相談 1

生徒指導委員会 生活アンケート・生徒指導委員会
8 夏季職員研修（生徒理解） 2

生活アンケート・生徒指導委員会 生活アンケート・生徒指導委員会
9 3

指導内容 指導内容

　生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なく
されている疑いがある場合には、危機意識をもって、次の対処を行う。
　　（ア）重大事態が発生した旨を、長崎市教育委員会に速やかに報告する。
　　（イ）長崎市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
　　（ウ）上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
　　（エ）上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必
　　　　　要な情報を適切に提供する。

　いじめを隠蔽せず、いじめの事実把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の２点を
学校評価の項目に加え、適正に事項の取組を評価する。
　　（ア） いじめの早期発見をするための取組に関すること。
　　（イ） いじめの再発を防止するための取組に関すること。



   （6）　いじめチェックリスト
 □ 表情がさえず、ふさぎ込んで元気がない。 
 □ 視線をそらし、合わそうとしない。 
 □ 体に原因が不明の傷などがある。
 □ 顔色が悪く、活気がない。
 □ 寝不足等で顔がむくんでいる。
 □ 私物や上履きなど隠されたり、いたずらされている。
 □ 他の子供から言葉掛けを全くされていない。
 □ 登校を渋ったり、忘れ物が急に多くなったりする。 
 □ 職員室や保健室の付近でうろうろしている。
 □ いつも遊びの中に入れない。
 □ 笑われたり冷やかされたりする。
 □ 教師が友達のことを聞くと嫌がる。
 □ 教師と目線を合わせなくなる。 
 □ ぼんやりとしていることが多い。
 □ 周りの様子を気にし、おどおどとしている。
 □ けがの原因をはぐらかそうとする。
 □ 登校時に、体の不調を訴える。
 □ 服が汚れていたり、破けたりしている。 
 □ 作品や掲示物にいたずらされる。 
 □ いつもぽつんと一人でいたり、泣いていたりする。
 □ 教室にいつも遅れて入ってくる。
 □ 家から金品を持ち出す。
 □ 友達から不快に思う呼び方をされている。 
 □ グループで行う作業の仲間に入れてもらえない。 
 □ 嫌な役割を担わされたり、他人の持ち物を持たせられる。
 □ 教師と関わろうとせず、避けるようになる。

3　主な相談窓口
機　関　名 電話番号 相談時間
長崎市教委　学校教育課 095-829-1195 月～金9:00-17:00
長崎市こども相談センター 095-829-1122 月～金9:00-17:30
長崎市教育研究所 0120-556-275 月～金9:00-17:00
子ども人権110番（長崎地方法務局） 0120-007-110 月～金8:30-17:15
長崎県警察本部少年課「ヤングテレホン」 0120-786-714 月～金9:00-17:45
長崎県警察生活安全相談窓口 095-823-9110#9110月～金9:00-17:45
24時間子供SOSﾀﾞｲﾔﾙ｢親子ﾎｯﾄﾗｲﾝ｣(長崎県教育ｾﾝﾀｰ) 0120-078-310 24時間受付
心の健康相談統一ダイヤル 0570-064-556 月～金18:00-翌朝9:30土日祝24時間

(長崎子ども・女性・障害者支援センター） 189（虐待の相談）24時間受付
チャイルドライン（認定ＮＰＯ） 0120-997-777 毎日16:00-21:00
長崎いのちの電話（社会福祉法人） 095-842-4343 年中無休9:00-22:00
チャット相談窓口「あなたのいばしょ」(NPO法人) https://talkme.jp/
長崎県子ども・若者総合相談センター（ゆめおす） 095-824-6325 月火水金土10:00-18:00


